
事業名：大阪市公共下水道事業 
      （合流式下水道改善事業） 
 
主たる目的： 

 合流式下水道は、比較的強い雨の時には、雨水と汚水が混じっ
た下水が未処理のまま放流されるため、下水道法施行令に規定さ
れた、雨天時の基準を達成できるようにするとともに、放流汚濁
負荷量を分流式下水道並みにする。  

 
事業内容： 

・雨天時下水活性汚泥処理法（３Ｗ処理法）：全12処理場に導入 
・凝集傾斜板沈殿処理法 ： 1処理場に導入 
・雨水滞水池 ：約32万㎥  など 

事業概要 
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別紙 
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合流式下水道の改善（合流改善）について 

自然吐き口放流状況(東横堀川) 

ごみ等の浮遊状況(道頓堀川：降雨後) 

■合流式下水道の現状 

 ・合流式下水道は、汚水と雨水を一本の管渠で集水するため、汚水排除と雨水排除を早く、経済的に実施できる。 

 ・そのため、古くから下水道整備を進めてきた大都市を中心に採用されてきた。 

 ・大阪市では市域の97％を合流式下水道で整備している。 

 ・一方、比較的強い雨の時には、雨水と汚水が混じった下水が未処理のまま放流されるため、河川水質や公衆衛 

  生の悪化、悪臭やごみの浮遊等の美観上の問題が生じる。  

晴天時 

管内･底部に 

汚濁物が堆積 

雨天時 

一部 

未処理放流 

管渠 
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■ 下水道法施行令改正までの流れ  

  ・平成12年9月 東京都お台場海浜公園 合流式下水道からのオイルボール（油分や石鹸等の塊）漂着 

                             ⇒ マスメディアでも大きく報道、合流式下水道の問題が顕在化 

  ・平成13年6月 関係省庁・学識経験者による 「合流式下水道改善対策検討委員会」 設置 

            合流改善対策に関する基本的な考え方を提言 

合流式下水道の改善（合流改善）について 

  ・平成14年度  合流改善に対する新たな国庫補助事業の創設 

  ・平成15年9月 下水道法施行令改正 

放流汚濁負荷量の削減  

合流式下水道を分流式下水道と置き換えた場合に放流する汚濁負荷量
(BOD)と同程度以下となること（分流式下水道並み） 

   合流式下水道からの放流水質基準の設定 ⇒ 生物化学的酸素要求量（BOD）を40mg/L以下 

                                  平成35年度末まで※の基準の遵守 

当面の目標を達成するための3つの視点 
・放流汚濁負荷量の削減   ・公衆衛生上の安全確保   ・きょう雑物の流出防止 

公衆衛生上の安全確保  

雨水吐き口からの越流回数の半減 

きょう雑物の流出防止  

ごみ等の流出防止 

3つの視点別 当面の目標 

※ 整備区域の面積が1,500ha以上の場合 
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凝集傾斜板沈澱処理法 雨水滞水池 

沈殿処理
放流

（2Qsh）

1Qsh

最初
沈殿池

返送汚泥

雨天時
下水

（3Qsh）

2Qsh

最終
沈殿池反応槽

Qsh：時間最大汚水量

雨天時下水活性汚泥処理法 

○大阪市における主な改善事業 

    ・雨天時下水活性汚泥処理法の導入  

    ・凝集傾斜板沈殿処理法の導入  

    ・雨水滞水池の建設 （降雨初期の汚れた雨水を捕捉する貯留池の整備） 

 

雨天時下水の連続処理の拡大 → 本市独自の開発技術 

合流式下水道の改善（合流改善）について 

■大阪市の対策内容 

■ 大阪市の対応         

  ・平成15年12月 「合流式下水道緊急改善計画」について国に承認（計画期間 平成15年度～19年度） 

          → 平成19年4月 計画の期間延伸について国に承認（計画期間 平成19年度～25年度） 

  ・法令で定められた期間内での改善目標の達成に向け、雨天時下水の貯留・処理等の対策を実施 

  ・合流式下水道改善率※1は51％（24年度末）の達成状況 

※1  合流式下水道改善率：全体汚濁負荷削減必要量に対する対策実施による汚濁負荷削減量の割合 

水の流れ 



• 大阪市では、 「水都大阪水と光のまちづくり構想」を策定し、舟運活性

化・水辺の賑わい創出などに取り組んできており、水の回廊を構成する

道頓堀川等の市内河川の水質浄化対策が重要となっている。 

• 平成15年9月の下水道法施行令改正により、雨天時放流水質基準（生

物化学的酸素要求量（BOD）40mg/L以下）と、達成年限（平成35年度

末まで）が規定された。 
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（調書 ３ ①） 

社会経済情勢等の変化 

  事業開始時点と比べて、現時点での事業の必要性は同等あるいはさら

に高まっているといえる。 



便益の項目 
○公共用水域の水質保全 
 （合流改善事業） 
合流改善事業の実施による河川へ
の未処理放流回数の削減効果を、
事業実施しない場合に、管路の清掃
と道路の清掃にて同等の効果を確保
するために必要となる代替事業費を
便益として算定 

費用の項目 
○公共用水域の水質保全 
 （合流改善事業） 
 下水道法施行令で定められた
放流基準を満たすために必要な
施設の建設・維持管理・改築等
にかかる費用を計上  

事業効果 

6 

（調書 ３ ②③） 
下水道事業における費用効果分析マニュアル(案)に準拠 

 費用便益比：費用に見合う効果があるかどうかを判断する指標（B/C：Benefit/Cost)。 

貨幣換算した総便益額（B）と総費用（C）を算出し、現在価値比較法により社会的割引率を
用いて現在価値に換算し、総便益を総費用で除して算出する。 

基準年次・対象期間等 
・基準年度 平成25年度 

・対象期間 

 着手～完了後50年目まで 

・社会的割引率 4.0% 



定性的効果 

7 

（調書 ３ ④） 

総便益（B） 総費用（C） 

17,673（億円）  2,922（億円）  

総便益（B）／総費用（C）＝6.05 ・費用便益比（B/C） 

事業効果 
（調書 ３ ②③） 

[効果項目] 

（１）晴天時の堆積物以外に起因する汚濁物質等の流出抑制効果 

  （降雨が継続している期間における汚水に起因する汚濁等） 
 

 

[受益者] 

（１）大阪市域の下水処理場から放流される公共用水域の利用者 

 



事業の進捗状況、今後の進捗の見込み 
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（調書 ４ ①～⑤⑦） 

◇合流改善対策 
全体事業費 既整備事業費 残事業費 

約2,000億円 約912億円 約1,088億円 
（合流式下水道からの放流水質基準  

 ⇒ 生物化学的酸素要求量（BOD）40mg/L以下） 

主なメニュー 既整備 残事業 

雨天時下水活性
汚泥処理法 

12処理場導入済み 
－ 

凝集傾斜板沈殿
処理法 

1処理場導入済み 
－ 

雨水滞水池 ９万㎥完成 約２３万㎥の整備 

住之江下水処理場 
雨水滞水池 

長堀抽水所 
雨水滞水池 

平成の太閤下水 



事業の進捗状況、今後の進捗の見込み 
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（調書 ４ ①～⑤⑦） 

◇合流改善対策 
全体事業費 既整備事業費 残事業費 

約2,000億円 約912億円 約1,088億円 

進捗率（H24年度末）         今後のスケジュール（見込み)   

合流式下水道改善率51% ⇒  100% （H35年度末まで） 

（合流式下水道からの放流水質基準  

 ⇒ 生物化学的酸素要求量（BOD）40mg/L以下） 
3
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事業費の見込み 
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局運営方針等における本事業の位置づけ 

（調書 ４ ①～⑤⑦） 

• 建設局運営方針において、良好な水環境の創出に向け、27年度までに、合流式の
地域で雨天時の基準が達成できるよう改善された割合（合流式下水道改善率）55.8%

をめざすとしている。 

事業費の見込み 

 市の財政状況が厳しくなる中、下水道事業費は、10年前（686億円）と比較して、約半分（344億円）
となっている。合流改善事業は、10年前（53億円）と比較して、約79％（42億円）となっている。 

 今後も厳しい状況であることが予想されるが、効率的・効果的に事業を実施し、引き続き着実な事
業進捗を図る。 

下水道事業（建設改良費）決算の推移（億円） 
686 

579 

476 

420 

317 331 

429 

386 376 396 

344 

332 

221 209 

86 61 47 39 54 49 25 43 

53 

53 62 

73 
39 43 45 

61 74 85 42 

0 

0 0 

0 

0 0 0 
0 0 8 
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H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

その他（更新等） 

高度処理（窒素除去） 

合流式下水道改善 

抜本的浸水対策 

※その他（更新等）： 

   単純更新等の事業および場内緑化、上部利用等 

   のアメニティ対策 



水の流れ 

現行計画と課題・問題点 

    これまでに既存施設の有効利用、３Ｗ処理法等の本市独自技術の活用等によるコスト縮減や、
運転管理の工夫等による効果の早期発現を図っているが、今後も引き続き効率的・効果的な事業
実施を行っていく。 

 

 

 

 

 

コスト縮減策、代替案（と将来見込み） 
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（調書 ４ ⑥） 

コスト縮減や代替案立案等の可能性 

凝集傾斜板沈澱処理法 

沈殿処理
放流

（2Qsh）

1Qsh

最初
沈殿池

返送汚泥

雨天時
下水

（3Qsh）

2Qsh

最終
沈殿池反応槽

Qsh：時間最大汚水量

雨天時下水活性汚泥処理法
（３W処理法） 

既存ストックを活用した本市独自開発の処理技術を導入 

一般的な貯留施設での対策と比較すると、大幅なコスト削減 

  全体事業費 約3,000 億円※ ⇒ 約2,000 億円  

※ 全国的に用いられている一般的な対策手法（雨水滞水池などの貯留施設の整備）のみで整備した場合 



重点化の考え方 
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（調書 ５） 

事業名 

全体 
事業費 
(百万円) 

実績 
事業費 
(百万円) 

進捗
率 

完了 
予定 
年度 

備考 
重
点 

実施状況・予定 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

平成の太閤下水 20,000 18,022 90% H26 ☆ ● ● ● ● ● ● 

東横堀桜川幹線 4,000 3,145 79% H26 南北線 ☆ ● ● ● ● ● ● 

長堀抽水所 
雨水滞水池 

4,000 1,549 39% H29 ☆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

住之江下水処理場 
雨水滞水池 

25,000 8,569 34% H30 ☆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

合流式下水道対策の主な事業の例 

• 水質保全の観点から重要な水域の対策について重点的に実施している 

• 平成の太閤下水、東横堀桜川幹線、長堀抽水所雨水滞水池：水都大阪の顔である水の回廊

を構成する道頓堀川、東横堀川、木津川等の水質改善対策として重点的に実施 

• 住之江下水処理場雨水滞水池：固有水源をもたず感潮河川であるため水質悪化の著しい住

吉川の水質改善対策として重点的に実施 


